
難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を，当初庇護を求めた国から，新たに受入れに合意した第三国に移動させること。

第三国定住は，自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策のひとつとして位置付けられている。

 ＵＮＨＣＲは，国際社会において負担を適正に分担するという観点から，第三国定住による難民の受入れを各国に推奨している。

日本政府は， ＵＮＨＣＲ と協力して第三国定住による難民の受入れに取り組んでいる。

平成２０年

平成２２年度

平成２３年度

 タイの難民キャンプから毎年３０人程度（家族単位）のミャンマー難民をパイロットケースとして受け入れ、その定住の実現を図る。

閣議了解・難民対策連絡調整会議決定

パイロットケース第一陣 入国（９月、１０月）：５家族２７名

パイロットケース第二陣 入国（９月）： ４家族１８名

平成２４年度 パイロットケース第三陣：来日前に全員辞退（受入れ人数０）

平成２５年度 パイロットケース第四陣 入国（９月）： ４家族１８名

平成２６年度 パイロットケース第五陣 入国（９月）： ５家族２３名

マレーシア第一陣 入国（９月）： ６家族１９名平成２７年度

マレーシア第三陣 入国（９月）： ８家族２９名平成２９年度

マレーシア第二陣 入国（９月）： ７家族１８名平成２８年度

《難民対策連絡調整会議》・・・１３省庁
内閣官房，警察庁，総務省，法務省，外務省，財務省，文部科学省，文化庁，厚生労働省，農林水産省，経済産業省，国土交通省，

海上保安庁

第三国定住とは

実施状況

１８家族８６人を受入れ

２１家族６６人を受入れ

マレーシア第四陣 ９月入国予定平成３０年度

３９家族１５２人を受入れ

 平成２７年度からは，マレーシアから毎年３０人程度（家族単位）のミャンマー難民を受け入れ、その定住の実現を図る。
 平成２７年度からは，第三国定住でタイから受け入れたミャンマー難民の家族の呼び寄せにも対応し，定住の実現を図る。

閣議了解・難民対策連絡調整会議決定（１月）

第三国定住による難民の受入れ 法 務 省
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